
- 1 -

平成２６年度第１回大分県協働推進会議 議事録

１．日 時 平成２６年９月３日（水） １３時３０分～１５時５０分

２．場 所 県庁舎新館８１会議室

３．出席者（委員） 岡田正彦委員、阿南広幸委員、池邉英貴委員、田﨑辰夫委員、

田島信太郎委員、矢野忠則委員、吉岡尚美委員、池田典子委員、

宇野眞理子委員、井倉順子委員、臼田キヨミ委員、甲斐賢二委員、

衛藤真紀子委員、姫野淳子委員 １４人

（オブザーバー） 公益財団法人 おおいた共創基金理事長

三浦逸朗 １人

（事務局） 山戸康弘生活環境部理事

塩田申子県民生活・男女共同参画課長

県民活動支援室 河野雅弘室長、飛河敦子主幹、

吉村一彦副主幹、安倍誠主査

４．会長選任について

岡田正彦委員を会長に選任

５．議 事

【報告事項】

（１）本県のＮＰＯの状況について

・ＮＰＯ法人数・財務状況

（２）公益財団法人おおいた共創基金の取組について

（３）本県の協働推進体系と県の施策について

・協働の推進について

・平成２５年度ＮＰＯと行政（県、市町村）の協働（実績）について

（４）平成２６年度「おおいた協働のまちづくり」に関する実態調査について（中間報告）

【議題】

（１）県への協働推進に係る提言について

① 現在の長期総合計画「安心・活力・発展プラン２００５」における協働推進の取組

結果について

② 今後の協働推進の取組に対する意見交換について

③ 今後のスケジュールについて

６．議事内容

岡田会長 皆さんこんにちは。会長に選任いただきました岡田と申します。専門は社会教育学、

生涯学習学なので、ＮＰＯ活動や市民の協働を専門としているわけではございませ

ん。新しい分野ですので研究者も、全部のＮＰＯに詳しい人はなかなかいないのかな
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と思っております。

これまで４年ほど委員をさせていただいていますが、私自身委員をしながら勉強を

し、また県のＮＰＯ等の資源ということに関しても、いろいろな委託事業をしたり、中間

支援が進んできたりする中で、部分的にわかってきたと思っております。

ただ、５００あるＮＰＯ法人、それから任意団体も１００以上ある中でどのようにそれぞ

れが活動していくのか、その中でどうやってそれぞれの団体が力を付けていくのかに

関しては、まだまだ課題があると思いますし、ただ単独で活動するだけでなく、ＮＰＯ同

士で連携協力をしたり、あるいは行政とうまく組んだり、企業と組んだりといった形で連

携や、協働を進めて行くことによって、さらに新しい機能を発揮したり、機能を高めてい

ったりすることもあり、実績もできつつありますが、まだまだ全体としては、今後発展の

可能性が大いにあるというべきか、課題もたくさんあるというべきか、そのような状況と思

っています。

特に今回は、この協働推進会議が、単にこの場で提供された資料を見て意見を言う

だけでなく、もっと施策提言をし、それが実行されるように、いわゆるこの会議自体が、

大分県内の実践になるべく望ましい影響力を発揮できるようにしていきたいということも

あるようですので、皆さんには、ぜひ積極的にご発言とか、ご提案をいただきながら、

現場で頑張っている人たちがちょっと元気になるような、あるいはつながれるような支援

ができるように取組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは議事に入らせていただきます。

県では開かれた県政を実現するために会議を公開しておりまして、本日の会議も公

開となっております。ご了承をお願いいたします。

また本日の議事録の署名ですけれども、田﨑委員と吉岡委員にお願いしたいと思

っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは次第にそって進めてまいりますが、まず報告事項から入りたいと思います。

報告事項の１つ目、県のＮＰＯの状況につきまして事務局の方からご説明をお願いし

ます。

事務局 それではご説明します。第１回協働推進会議資料と書いた、綴じられた冊子の１ペ

（安倍） ージをご覧ください。こちらに大分県のＮＰＯ法人の状況と書かれておりまして、右上に

７月３１日現在と書かれた資料おわかりになりますでしょうか。

先ほどあいさつにもありましたように、７月３１日現在で大分県内には認証法人数が５

００法人あります。それで平成１０年に特定非営利活動促進法が施行されまして大分県

では平成１１年度から法人ができております。平成１７年度と１８年度が、法人の設立の

ピークで、現在５００法人となっています。

その下の（３）をご覧ください。認証法人の活動分野をそちらにあげておりますが、こ

ちらＮＰＯ法人が活動するにあたって、２０類型の中から自分たちの活動にふさわしい

ものを選ぶことができるようになっており、複数選択が可能となっております。

その複数選択が可能となった活動分野で第一位が一番左上にあります。保健・医

療・福祉の分野。３１５の法人が選択しております。第２位がそのふたつ下のまちづく

り。そして第３位が社会教育で、こちらで第１位、第２位、第３位を占めています。
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（４）をご覧ください。市町村別の認証法人数がそこにあげておりますが、５００法人の

うち約半数以上が大分市と別府市に集中している状況がわかります。

その下の２と３ですけれども、認証法人の人口比あたりの順位を出しております。大

分県は九州で第３位、全国で第１０位となっております。

次のページをご覧ください。２ページに移ります。

こちらＮＰＯ法人が運営や事業に取組む上で抱える課題などを書いております。平

成２４年度に大分県内のＮＰＯ法人の方々にアンケート調査をした結果です。その一

部を抜粋しています。活動資金が不足していますかという問いに対しましては、「はい」

と答えたＮＰＯ法人の割合が６４％。その資金のうちどのような資金が不足していますか

という質問に、一番多くは人件費が足りないと回答をしています。人材が不足していま

すか、という問いにも、「はい」と答えたＮＰＯ法人が半数以上いらっしゃいます。

下のスライドをご覧ください。ＮＰＯ法人の支出規模と書いておりますけれども、◎の

２番目のところです。５０万円未満の支出のＮＰＯ法人が３０．１％でその５０万円未満の

支出を含んだ１００万円未満の支出のＮＰＯ法人が４割。そして逆に１０００万円以上の

支出のＮＰＯ法人が約３割あります。この１０００万円以上の支出の半数以上が、介護

保険事業や、障がい者自立支援事業等の事業所を運営しているＮＰＯ法人で支出規

模が非常に大きなＮＰＯ法人が多いです。私の説明は以上です。

岡田会長 ありがとうございました。

続きまして報告事項の２、公益財団法人おおいた共創基金の取組につきまして事

務局からご説明をお願いします。

事務局 県民活動支援室の河野です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

（河野） 私からは財団の関係を説明させていただきます。めじろん共創応援基金と書いたカラ

ー刷りのパンフレットがあります。これで説明をさせていただきたいと思います。

めじろん共創応援基金と通称で呼んでいますが、今日、こちらの方にオブザーバーで

理事長の三浦理事長がおみえですが、昨年の１月に一般財団法人として設立をしており

ます。めじろん共創応援基金は大きな目的は二つありまして、一つはＮＰＯ法人の皆さま

方の財政的な基盤の強化をすること、もう一つが運営基盤強化です。

仕組みがどのような流れになっているかを、一番上の図でご説明します。めじろん共創

応援基金はＮＰＯの中間支援をするＮＰＯと言われております。ＮＰＯは先ほど、安倍が

説明したように、今５００団体ありまして、そのうち財政規模が１００万未満のところが約４割

あります。アンケート等を取りましても、約６割が資金不足であり、この部分を何とかしようと

いうのが、財政基盤を強化していこうという大きな狙いの一つであります。

それからもう一つ、活動基盤を強化していくということで、実際にＮＰＯさんが事業活動

をするうえで、例えば会計報告や労務管理など、様々なお困りごとがありますので、そう

いうところを支援をしていこうということで、裏面を見ていただきたいと思います。

おおいたボランティア・ＮＰＯセンターをこのめじろん共創応援基金に委託しており、例

えば運営アドバイザーの派遣、これは社労士、あるいは会計が得意なＮＰＯ、そういう方

々を運営アドバイザーとして委嘱しています。そういう方々に対し、実際に各地域のＮＰＯ
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の方々のところに派遣をしており、平成２５年度は４０回ほど、アドバイザーがＮＰＯに派遣

をされています。

また相談窓口等をＮＰＯセンターの中に設けておりまして、こちらに相談員を配置して

おり、電話であるとか、あるいは実際に来ていただいたという方々が、約４５０件ほどありま

す。

そういうことで、いろんなＮＰＯさんのお困りごとの解決を強化していくということで、ＮＰ

Ｏセンターをこのめじろん共創応援基金に委託しまして、活動基盤を強化するということ

で二本柱でやっています。

また元に戻っていただきまして、左側のページになりますけれども、めじろん共創応援

基金活動の５つの柱ということで書いておりますけれども、先ほど言いました財政基盤の

強化というところでは、１番に資金的活動基盤強化ということで、年に１本、５０万円の助

成金を持ちまして提案型ＮＰＯ等チャレンジ事業ということで実施しています。

それから２番目が先ほど言いました、運営的活動基盤強化ということで、相談業務や、

運営アドバイザーの派遣などの業務を行っています。

上の図の中で、めじろん共創応援基金の左側に県民や企業ということで、ＮＰＯを支え

る基盤を県民全体で育てていくということで、県民であるとか企業の皆さま方から、様々な

寄附をいただいてめじろん共創応援基金の原資にしています。

右側の方の上の方を見ていただきたいのですが、寄附をしたい方が、どんな方法でや

るのかですが、一番皆さんが知っているのは、募金箱をコンビニやジョイフルさんなどの

企業に配置しております。現在約１３０箇所にめじろんの募金箱を置いています。

それから、賛助会員の勧誘ということで、実際企業にも回っておりまして、賛助会員に

なっていただき、営利団体、企業さんにつきましては一口１万円からのご寄付をいただい

ています。

それから右に自動販売機がありますけれども、これは寄附付き自動販売機で、これの

売上げの一部がめじろん共創応援基金に寄附をされる仕組みを構築しておりまして、こう

いうものを活用しながら、めじろん共創応援基金の原資としながら活動をしているところで

す。

企業の皆さま方の力とか、県民の皆さま方の力を借りて、みんなでこのめじろん共創応

援基金を支えていくという考え方がありますので、大分県商工会議所連合会の姫野会

長、地方銀行の大分銀行の姫野頭取、あるいは国立大学法人の北野大分大学長などの

応援メッセージをいただき、財団の名誉顧問には広瀬大分県知事が就任しておりまし

て、めじろん共創応援基金に対する寄附をお願いする努力をしています。

平成２５年の１月に設立した若い基金でありますが、これから人口減少社会が進んで

いく中で、ＮＰＯに求められている役割というのは非常に大きいものがあるということで、我

々も一生懸命努力しています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

岡田会長 ありがとうございました。続きまして本県の協働推進体系と県の施策につきまして事

務局からご説明をお願いいたします。

事務局 引き続き私から説明をさせていただきたいます。
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（河野） 先ほどお配りしました資料の３ページ目を見ていただきたいと思います。

資料の３ページには、協働の推進について書いておりますが、ここでは、協働の体系と

今現在県が取組んでいる施策について、私から説明をしたいと思います。

まず協働とはどういうことかをＡ４横の上側のところに書いております。「協働」とは、ＮＰ

Ｏ、企業、行政等の多様な主体がそれぞれの特性を活かし、対等な立場で共通の目的

を達成するために協力することということで、協働の手法については、行政からは、例え

ば、委託、寄附、助成金、専門的知識等の提供、施設の貸与などが協働の手法としてあ

げられております。

ＮＰＯや協働推進に対する体系ですが、この三角形の上にＮＰＯがあり、行政、企業が

ありますが、いま県では、協働推進指針の中で、ＮＰＯと行政が組む手法と、ＮＰＯと企業

が組む手法、この二つのパターンを協働推進の施策体系ということで進めています。

最初に、ＮＰＯと行政の形で県が進めております施策につきまして説明をさせていただ

きます。まず、上の方に「協働推進員」というのがあります。これは本庁とか、あるいは振興

局に協働推進員を配置しております。本庁には１２名、それから振興局にも１２名、公募

で県職員を２名募集しておりまして、計２６名の協働推進員を配置し、ＮＰＯとの協働推進

のための普及啓発活動等を行っています。

それからその下の『おおいたＮＰＯ協働実践マニュアル』の活用ということで、皆さま方

のお手元にもお配りしております。これは、例えば、行政がＮＰＯと様々な協働をする時

に、どんなことに留意しなければならないかや、あるいは、ＮＰＯサイドから、ＮＰＯが行政

と協働するときに、どういうことに留意しなければならないかをマニュアル化したものです。

その横にＮＰＯ１００団体訪問があります。これは今年度の新規事業です。特にＮＰＯ

は、先ほど約４割が活動の基盤資金が１００万未満ということをお話ししましたが、どのよう

な活動をしているのかわからないので、今年度は１００のＮＰＯを目標に、県で今の活動

状況を調査しています。これを整理して「おんぽ」というＮＰＯのホームページがあります

ので、そちらの方に載せて、ＮＰＯの活動を県民の皆さんに、周知をいたします。

それからその下に、「ＮＰＯ現場研修」があります。これは平成２２年度から実施してい

ますが、ＮＰＯに県庁職員や、今年度からは市町村職員も入っていき、実際にどのような

活動をされているのかを勉強してもらう研修です。

今年は特に人数が多く、３０名の県職員、９名の市町村職員が、この現場研修に取組

んでおり、最後はどういったことが学べたかを報告する会を実施します。

特に、これまでの成果としては、最初は、全然ＮＰＯ活動を知らなかったが、ＮＰＯ活動

に参加する職員もいるという事例もあり、継続することにより、これからの協働推進、特に

行政がＮＰＯ等に提案型の委託などを進めていく必要がありますので、そのような観点か

ら学んでもらうということで、力を入れていきたいと考えています。

その下の「出張相談会」ですが、これはＮＰＯセンターの相談員が、今年の６月に、国

東、佐伯、日田で相談会を実施し、ＮＰＯのお困り事等を聞いています。

次に、ＮＰＯと企業との内容です。先ほど理事のあいさつの中にもありましたが、、今年

の５月１４日に、今年度新規で、「ＮＰＯ助成・協働プログラム合同説明会」を実施しまし

た。ＮＰＯと企業については、特に行政が橋渡し役をする必要があり、社会貢献活動を行

う企業８社に集まっていただき、助成内容等をＮＰＯに説明をしました。
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それと、その下にあります「地域協動ひろば」ですが、これもＮＰＯと企業との個別面談

会と考えてよいのですが、１１月に佐伯市で開催する予定にしており、今準備をしていま

す。

それから、真ん中の三角形の中に、協働推進会議や協働推進庁内連絡会議がありま

して、今日のこの場もそうです。ＮＰＯとの協働推進を図るということで、このような会議等

を開催しています。以上です。

岡田会長 ありがとうございました。

本県ＮＰＯ法人の状況、公益財団法人おおいた共創基金の取組、それから協働推進

の体系と施策について事務局からご説明をいただきました。ここまでの説明につきまして

ご質問、ご意見がありましたら。

事務局 会長、もう一つあります。

（河野） ＮＰＯと行政の協働実績の説明をさせていただきたいと思います。

資料の４ページからですが、ＮＰＯと行政、これは県と市町村の協働に関するこれまで

の推移を記載していますが、まず一番最初の１のＮＰＯ法人数の推移は、大体過去３年

間見てみますと、３０件から４０件程度のＮＰＯ法人が認証されています。累計では５００で

平成２６年５月３１日現在は４９６法人となっています。

それから、２番目の県とＮＰＯの協働です。（１）の県の委託件数は、平成２４年度は委

託８４件で、金額は約２億１千万だったのが、昨年は、件数が１１４件、うち提案公募件数

が７４件で、委託金額は１億４２００万となり、約７０００万ほど減額していますが、件数は約

８０件、それから公募型の件数も約４０件増えています。

それから（２）の県庁内の委託実施所属数ですが、平成２５年度は２９所属で実施して

います。

次に、今年度委託を受けたＮＰＯですが、ＮＰＯであれば、平成２５年度が約１００団

体、うちＮＰＯ法人は約４０法人が委託事業を受けています。

それから３番目は、市町村がＮＰＯに対して委託をしている数ですが、平成２５年が１６

３件、金額は約３億６５００万円です。

続きまして５ページ目をご覧ください。県とＮＰＯとの協働施策実績です。先ほど言った

協働の手法の３番目の委託と提案公募委託で１１４件、約１億４２００万がＮＰＯに支払わ

れました。協働の手法は委託だけでなく、例えば、補助金、後援、協議会、共催、参画、

アダプト、このアダプトというのは、行政が道路や河川、公園などを、市民団体等に美化

活動を行う契約をすることです。実際に県ではあまりありませんが、市町村には結構あり

ます。昨年の協働の実績を見てみますと、件数は２１２件、金額は約２億３８００万円で、こ

れを平成２４年度の件数と比較すると８８．７％で、約１０％減っています。金額について

は、７２．８％で、約２８％減っています。原因は、平成２３年度から平成２４年度の民主党

政権の時に、「新しい公共」ということで、予算があったのですが、政権が代わって、少し

減額となっています。

それから６ページを見ていただきたいと思います。

これは、市町村とＮＰＯについてです。これも先ほどの説明と重複するところがあります
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が、委託と提案公募委託が１６３件、金額は約３億６５００万です。全体は一番下ですが、

１８市町村で５６９件、金額は約９億９１００万円です。平成２４年度と比べまして、こちら

は、件数が１０４．８％の伸び、それから金額は若干落ちて、約１３％減っています。７ペー

ジ以降は、県とＮＰＯとの協働施策の実績を個別にまとめています。各振興局単位で整

理しています。また県庁の各課を一番右側に書いておりますので、どういったものがＮＰ

Ｏと委託契約されているかや、協働の方法として行っているかの概要はこれでわかります

ので、参考にしてください。

市町村分については、資料の１７ページから実績を添付していますので、こちらも参考

にしていただければと思います。以上です。

岡田会長 どうもありがとうございました。

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。

今日は、後半にたくさん協議していただこうということで、時間を多く協議のために取

っております。最初の方で質問とか意見はありますか。よろしいですか。

では、引き続きまして報告事項の４、「おおいた協動のまちづくりに関する実態調査」

の中間報告については、私が依頼を受け、調査表の作成や分析に携わっております

ので、このカラー刷りの資料で簡単に報告をさせていただきます。この協動まちづくり

調査に関しては、これまで毎年同じ内容で基礎的な調査をしてきましたが、毎年同じ

ことをしていたら変わらないから、今年は焦点化して、「どのような支援をＮＰＯにして

いくべきか」というところに絞って調査してみようということで、６月から７月にかけて調

査を実施しました。

１枚目をまずご覧ください。

今回、ＮＰＯ法人と任意団体の調査で、所在がわかるところには全て調査票を送りま

して、おおむね３割近く返信がありました。ＮＰＯ法人が１６１、任意団体が３１、不明は

３です。全部で１９５の回答がありました。１枚めくっていただいて、ＮＰＯ団体が法人も

任意団体も含めて何をしてるかをまず明らかにして、困ってるところに関しては何らか

の支援がいるだろうということで、まず、「何に困っていますか」と聞いてみました。左

側が団体が困っていることの中の運営方法に関して困ってることなのですが、青と赤

が困っている、少し困っているということで、青・赤が多いと困っている割合が高いとい

うことになります。団体の運営方法に関しましては、資金不足、それから資金確保の

継続的安定化、寄付金が集まらない、この３つが飛び抜けて多いので、なるべくＮＰＯ

で一番いま困ってる深刻な問題、これはかなり昔から変わらないのですが、資金が十

分に集まらないのが現在の課題になっていることがわかります。

それから右側の人材で見ますと、力量の高いスタッフが不足、それからスタッフの人

数が不足。それと会員・仲間が増えないといった人手不足が続いていまして、「人材

をいかに確保するのか」というのも、ＮＰＯの課題として大きいと思います。

１枚めくってください。

上にある図４は、施設設備に関する問いですが、今まで説明した項目と比べると少

し青・赤の割合が少なくなっており、基本的に困っているところが少ないと思います。

しかし、機材・道具が、十分ではないことがある程度この中ではわかります。
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それから右側、情報の収集・発信に関するお困りとしては、イベント等に人が集まら

ないというのは、４割弱の団体が困っているという回答をしておりますので、いわゆるメ

ンバーが十分でない、数・力量が足りてないというのに加えて、イベントをした時のお

客さんが少ないという点が課題であると思います。

それから、左側、過去の協働・連携に関するお困りということでは、企業と協働・連

携できないというのが合わせて４割ぐらいありますので、ＮＰＯ間の連携とか、行政との

連携に比べて、企業との連携というのはまだまだできていないことがわかります。この

あたりはまた後で企業側、募集してる側の委員からもご意見をいただきたいのです

が、企業はまだＮＰＯが何をしているかが見えない。信用して組むのが難しいというこ

とがあるのだろうと思いますし、ＮＰＯ側からも、企業とどうやって関係を作ったらいい

かという点で課題があると思います。

右側にいきまして、では、支援をするにあたって、協働や連携をＮＰＯ間でやったり、

行政とやったり、企業とやったりという、その協働・連携の必要があるのかについて確

認をしました。

図７ですが、他のＮＰＯ団体との協働・連携については、必要だという回答が７２％、

約７割になっています。めくっていただきまして、円グラフがありますが、めくって右側

の行政との連携は９１．２％で、約９割のＮＰＯが必要と回答しています。もう１枚めくっ

ていただきまして、企業との協働・連携については、８２％のＮＰＯが必要だと回答し

ています。

以上から、協働が必要とかなりの割合で認識をしておられるのですが、今回面白い

と思ったのは、行政は確かに委託事業とかいろいろあるので多いと思っていたのです

が、ＮＰＯ間で連携することと、企業と連携することが必要だといった回答が多いの

で、企業との連携を強く意識されていると感じました。

それから、ちょっと戻っていただきまして図８のところでは、ＮＰＯ団体同士で連携す

る場合に必要なのは何かをきいたところ、スキルを向上させるというのが一番多く、専

門家・経験者の派遣等で組むことによって新しい・必要な力を身に付けたいということ

がはっきり出ていると思います。

右側の問１０は、去年の報告書のグラフで、他団体と連携した経験がある団体は、去

年は６割でした。６割の実際連携した経験があるというのに比べると、７割、８割、９割

が必要だと感じられているので、必要とは思うが、まだ連携したことはないというところ

が、少なからずあるというのも今回明らかになりました。

それから、１枚めくって、先ほどの行政との連携の理由ですが、１１では行政と組む

理由としては、団体の信用性の向上、資金の獲得が特に多いということで、行政の委

託事業を受けることによって、資金を獲得するのと合わせて、行政と組んでやった実

績で信用性を高めていこうという意図が見えてきます。

同じく、企業との連携・協働が必要と思う理由に関しても、資金の獲得が非常に多い

ということで、このあたりが連携・協働を行うための理由ということになると思います。

それから、今日は全部発表できないので、抜粋して持ってきましたが、先ほどご説明

があっためじろん共創応援基金、今日三浦理事長がこられてますが、認知が７８．６

％で、ＮＰＯの約８割がめじろん共創応援基金についてご存じであるということ、それ
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から１枚めくっていただいて、助成事業の公募に興味があるのは６７％ですから、７割

近くのところは、そういう公募事業に応募して、資金獲得しながら、何かを取り組むこと

について積極的であることがわかりました。

めじろん共創応援基金、私も理事をさせていただいておりますが、単に資金を付け

る事業をするだけではなく、いろいろな力を付けるとか、つながりを作るなどという、多

様な中間支援をしているので、これを一つの手懸りにしながら、ＮＰＯの支援をする時

に、どんなつながりを作ると意味があるのか、資金はどのような形でもらうと負担感なく

うまく使えるのか、どうやると力が伸びるのかといったことについて、検討していく必要

があると考えております。

今日はまだ中間報告なので、簡略に報告をしましたが、この秋の終わりぐらいまでに

は正式な報告書をまとめる予定です。

以上実態調査の中間報告につきまして、質問があれば説明させていただきます。

私も本職で、いろいろ調査をしますが、最近調査になかなか協力していただけなく、

約３割に協力していただいたのは、良好な方とは思いますが、逆に言うと、残り７割は

返していただけていないということで、全体の意向をきっちり把握するのは難しいと思

います。

ですから連携・協働をする必要があるとか、資金がもっと必要だとわかりましたが、中

には、自分のところで自分のできるお金や範囲でやっているので、資金も人もいらな

いし、他のところと組む必要もないというご意向のところもあるので、多様性もきちんと

把握しながら、どのようなＮＰＯもうまく活動できる支援が課題になると考えておりま

す。

ご質問、ご意見よろしいですか。はい、お願いします。

山戸理事 図の１３の企業との連携・協働が必要と思う中の連携ですが、例えば行政の場合で

あれば、何かの事業をそこにお願いするのは委託という形になりますが、ここで言う企

業との連携は、例えば、九州労金さんはＮＰＯに対する助成をするとか、豊和銀行さ

んがされているとか、こういうところをもって協働というのか、それとも例えばどこかの会

社がある一個の営業活動をする時に、ここの部分を外に委託する。業務の委託なの

か、ここの協働・連携の基本的な考え方は何ですか。それを知りたいです。

岡田会長 「協働・連携が必要と思いますか」という聞き方をしておりますので、何が協働・連携

にあたるかをはっきりと定義しておりません。

よって、その必要と思う理由の中に、資金の確保・獲得というのがありますので、いま

理事が言われた厳密な意味で企業活動に関わることが、協働・連携に入るという意味

ではないです。ただし、ＮＰＯに、協働・連携が必要と思うかというところで聞いていま

すので、ＮＰＯにとって、協働・連携に値すると判断してもらっていると、一応そういう

文脈で読取っております。ですから純然たる企業活動に、部分的に営業活動に協力

したというのは多分連携・協働の中には入らないのではとは思うのですが、読んだ人

次第で、それもありだと思ってる方がおられる可能性もあります。

どうぞ、井倉委員お願いします。
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井倉委員 普通に言う、「企業と組む」という時には、冠後援という形が多いです。それは、例え

ば「何々会社」という名前がチラシに入っているとか、遊びをやった時には、そこのグ

ッズを配ってＰＲをするのが条件などという意味の冠後援です。うちのＮＰＯ法人も労

金から資金援助をいただいていますが、特に「お金が労金から出てますよ」などと言

わなくても援助しますというとても素晴らしい応援をしていただいたいています。

岡田会長 今回の調査では、「協働・連携が必要と思っているかどうか」ということを中心に聞い

ておりますので、そこに関して、例えば冠の後援企業の名前を出す必要があるのかな

ど、条件については、限定せずに聞いておりますけれども。

山戸理事 今後はどのような連携が必要かということを、選択肢形式できいていただけるとありが

たいです。

岡田会長 今回はこの部分の概括的な調査をしました。今後は、組み方の具体をもっと詳しく見

ていく必要があり、労金のように、労金の名前を出さなくても助成をするという形の企

業からの協力というのももちろんありますし、そうではなくて、しっかり名前を出してい

ただいて、企業側のメリットを感じられるようなやり方で組みたいという企業も当然ある

だろうと思いますから、それぞれの組み方の例や、その場合、どのようなメリット・デメリ

ットがそれぞれにあるのかについては、今からまた継続して明らかにする必要があると

思います。

場合によっては、企業とどのように組むかということが、今度公平性や中立性という

問題に関わってきて、また今度は行政と組むのが難しくなることが必ずありますので、

そのような具体例を蓄積しながら分析していくのは、次回以降の調査の課題にさせて

いただこうと思います。

山戸理事 感想ですが、図６を見ますと、行政との協働の必要性はかなり高く持っているけれど

も、企業との協働・連携ができないという困り度も高いですが、行政との協働・連携が

できないという困っている度合いも高いので、これは行政の委託の仕様が難しいの

か、なぜなのかは、今後ＮＰＯと接する中で原因を探したり、克服出来ないかという視

点で対応していきたいと思います。

岡田会長 ありがとうございました。

今回行政との協働・連携の場合に限定して、具体的な記述はしていただいておりま

せんが、例えばめじろんの助成事業に応募しない理由、興味がない理由として、図１

７－２が後ろから２枚目にありますが、例えば、申請書を書くのが面倒、応募条件が厳

しそう、このような場合では、行政の委託事業に申請するのと同じことだと思っていま

す。できたら、組んで助成事業や委託事業を受けたいが、それがなかなか大変だ、

難しいという、そのバリアをどう取り除いていくかを具体的に考えながら、負担感をあま

り感じずに書ける力を付けていくことであったり、行政も詳しく情報が欲しいので、そう
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なると、申請書が多くなったりするのですが、ここは普段からの申請情報でよくて、ここ

に関しては書いていただきたいなどといったことでも、改善の余地があると思います。

団体の中にも、必要性は感じていても、まだ行動ができていない、実際に経験してい

ないから、もしくは経験が少なくて、プラスの影響を受けられてない団体というのが、

相当数あるのではないかというのが今回の調査を分析して思っているところです。

他にございませんでしょうか。

では、またありましたら後ほどの協議の中で発言していただいて結構ですので、議

題を進めていきます。

議題の１が県への協働推進に係る提言についてです。

これまで協働推進会議では、県から協働推進に関わる取組状況を説明していただ

いて、それに対して委員から意見をいただくという形で進行してまいりましたが、全体

を見渡して、「どんな課題があったか」ということを考えて、ここの辺りを協議する必要

があるのではないかというチェックが十分でなかったと思いますので、この協働推進と

いう問題に関わって、どういったことを検討する必要があるのか洗い出しも含めて進め

ていきたいと思います。

それから、現在、長期総合計画の「安心・活力・発展プラン２００５」が来年度で終わ

るので、今年度から、県は次期長期総合計画策定に向けた動きをされるであろうと予

測されます。

次期長期総合計画が策定されると、それに従って、もう少し中期の計画であるとか、

単年度の事業計画だとかがおこなわれますので、反映できるものは、この協働推進

会議で検討した結果を受けて、ここに入れてくださいということを表明し、反映した方

が次期１０年間の計画については積極的に動けると思います。

その意味で、今年度、協働推進会議で、次期の長期総合計画をまず最初の提言を

する対象として、検討してみたらどうかと考えていますが、委員の皆様のご意見をいた

だきたいと思います。

長期の総合計画は行政で必ず策定しなければならない計画で、それに基づいて具

体的な計画が作られるので、重要な計画だと考えています。１０年間ですので、抽象

的な文言となりますが、長期総合計画の方向性の下で、３年ぐらいはどんな課題があ

るのかなどを検討したいと考えていますが、何かご意見がありますか。

今年度の協働推進会議の中では、長期総合計画の内容について協議するというこ

とでよいでしょうか。

それでは、この協働推進のあり方についての検討会に入る前に、今行われている、

この長期総合計画２００５の中で、協働推進の取組がどうであるのかをチェックしてい

ただき、どうしてそうなってるのかを理解したうえで、次どうしたらいいのかを話し合い

たいので、事務局から今のプラン２００５の取組経過について、ご説明をしてください。

事務局 この説明をさせていただいた後に、皆さんからご意見をいただければと思っておりま

（吉村） す。県民活動支援室は大きく２つの施策を行っております。ＮＰＯの活動支援と、もう一

つが、今日ご議論いただきたい「新しい形の公共」を担う多様な主体との協働の推進
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です。これは県の長期総合計画、「安心・活力・発展プラン２００５」に掲載をしていま

す。

その「新しい形の公共を担う多様な主体との協動の推進について」ですが、先ほど

河野が今年度の取組について説明をしました。

この協働分野について、次期の長期総合計画策定に向けて岡田会長から提案があ

りましたとおり委員の皆様からご提言をいただきたいと思います。

このＡ３の資料をご覧ください。

これの左上の現状と課題、これからの方向、基本方向、真ん中左の主な取組、左下

の目標指標の４つは、この長期総合計画の中に記載している内容をそのまま取り出し

ています。目標数字の２５年度の実績数については、直近の数値として追加して記載

をしています。

この長期総合計画は言うまでもありませんが、県の総合的な指針を示したもので、平

成１７年に策定をしました。その後、平成２４年の東日本大震災の発生、少子高齢化

に伴う人口減少社会の到来といった社会情勢の変化に対応するために見直しを行っ

ています。

当初は「ＮＰＯ等との協働の推進」と言っておりましたが、計画の見直しにより、「新し

い形の公共」という言葉と、「多様な主体」という言葉を追加して掲載しています。

「新しい形の公共」は、従来は官、いわゆる行政が独占してきた領域を公に開いた

り、官だけでは実施できなかった領域を官民協働で担うなど、市民やＮＰＯ・行政が

共に支え合う体制のことを指します。先ほどお伝えしました協働の定義と似ています。

資料の説明に入ります。左の現状と課題をご覧ください。

これは長期総合計画に記載している内容そのままです。時間がないので、目で追っ

ていただければと思います。

また、その右のこれからの基本方針もご覧ください。ここについては、ＮＰＯとの協働

指針を見直しとあります。平成２３年度に見直しをしております。

また後ほどここについては触れさせてもらいたいと思います。

そして真ん中左の主な取組をご覧ください。この内容に沿って右上の方に、検証と

して具体的な取組を書いています。

その具体的な取組は、それぞれ成果、今後の課題でまとめています。主な取組につ

いての太字の部分、１番の１、１番の２、２番の２、２番の５。この部分は２４年度に改定

をした時に新たに加えた、より今の社会情勢に近いという形で見直しをしたところなの

で、ここを時間の関係上、ピックアップして説明をさせていただきます。

提案公募型事業の実施１番の１ですが、これについては「地域ネットワーク版協働型

委託事業」と、「新しい公共支援事業」の中でのモデル事業を実施しました。県として

は、ＮＰＯの特長を最も生かせる協働の形は「提案型公募委託」と考えており、目標

指標の中にもそれに関連した数値を入れています。

提案型公募なので、ＮＰＯの特徴を生かした企画や機動性を十分に発揮していた

だいて、それを行政の枠組の中に生かしていくということで実施しています。

ただ、２５年度以降については、アイネスで実施している事業はなく、県の各機関の

方に働きかけ、ＮＰＯのできる部分についてはＮＰＯに任せてくださいという形で働き
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かけています。

２番目の専門性を生かした企業などとの協働による社会的事業、ソーシャルビジネ

スの推進ですが、これも２３年と２４年に新しい公共支援事業の中で具体的にはやっ

ております。

ただ、このソーシャルビジネスの推進についてはなかなか厳しいというか、十分では

ない部分があったと思っています。今年度から来年度にかけて、中小企業庁がＮＰＯ

法人向けに融資等の支援体制を拡大するというような方向性が出ています。具体的

には信用補償制度を事業性のあるＮＰＯ法人にも適用するということを検討をしてい

るようですが、ＮＰＯの事業自体が隙間産業的なところもあるので、大分県自体では

マーケットが小さい、あとＮＰＯ側の意識、ソーシャルビジネスでお金を稼ぐ意識も少

ないのかなということ、アイネス、及び県で非営利活動法人に対して適切な指導をで

きる体制が整ってないというようなこともあり、まだ不十分だと思っております。

続きまして２番の２のＮＰＯとの協働指針の見直しです。ここについて、これはアイネ

スが協働を進めるにあたっての長期計画のようなものですが、これがいままではＮＰＯ

と行政という言い方をしていたのですが、そこに企業を加えて、多様な主体による協

働ということで、ブラッシュアップをしました。

これについてはいまからますます頑張っていかなければなりませんが、特に企業向

けの協働の推進は課題と思っておりますので、後ほど企業の立場で参加をしていた

だいてる委員の方にはいろいろとご意見をいただきたいと思っております。

最後２番の５になりますけれども、定期協議の実施など、ＮＰＯとの情報交換の充実

及び出会いの場の設定など、ＮＰＯと企業などとの交流の促進ということで、この分野

についてはいろいろと実施しています。先ほどの岡田会長の調査報告の中でもありま

したが、他団体との連携の必要性や、ＮＰＯの横の連携の促進は、交流会という形で

以前やってはいたのですが、これについては、連携と言っているのは、誰がやるのか

というところが非常に重要な部分になります。なかなか、やりたいといった意思だけで

は難しい部分で、では誰が腹をくくってそれをやるのか、企業に対してもやろうとする

時に、相手にとってどんなメリットがあるのか、要するに、提案力の向上等がかなり重

要になってくると思います。また先ほど岡田先生のアンケートの中でも、ＮＰＯは企業

との協働が必要と思っていますが、思っている理由の中で、資金面の獲得が一番多

かったのですが、企業を相手にお金メインでいくということ自体が協働が進んでない

原因の一つなのかなと私は思いました。そのような意識はすぐには変えられないので

すが、県、あるいは「めじろん共創応援基金」がコーディネーターで入って、意識の変

革ができればと思っています。

下の目標数字のところをご覧ください。いままでの検証が数値で見えにくいところも

ありましたが、この指標を数値目標として設定しています。委託件数と提案型公募の

件数、それと情報交換会等へ参加した人数を掲げてます。まずまずの達成で、今年

度も２５年度と同程度の数字になる見込みです。

以上です。重ねてですが、今後企業との連携推進というところが大きな課題になると

思います。行政との連携についても、県内部で意識啓発等をやっていきたいと思って

おります。
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岡田会長 はい、ありがとうございました。

たくさん事業が行われているので、全部話すと時間がかかって難しいのですが、そ

れぞれの事業に対して一定の成果があがっていると同時に、課題も残されていると思

います。例えば、委託事業の件数が増えることは大事ですが、そこでの委託の仕方・

受け方、具体的にどのようにそれが進められてうまくいったのか、いかなかったのか

が、具体的な今後の連携協働のうまくいくやり方といいますか、アイデア集のようなも

のがうまくできるのかに関わってくると思います。

いままでの共通するところの中で、具体的にこのような取り組みが行われてきたとい

うことでご報告をいただきました。

達成されたものも未達成のものもありますし、それぞれの中身に関しても、もっとこう

すべきではないかとか、このような委託の仕方が必要ではないかといろいろご意見が

ありますので、後半につきましては、あまり制限せずに、なるべく自由にご意見をいた

だきたいというふうに思っておりますが、一人約２分程度で喋っていただき、できたら

複数回発言していただく形で濃い議論ができればと思っています。

論点に関しては、事前にお配りしました進行手順の中に、論点いくつかあげておりま

す。ＮＰＯと行政、企業との協働、めじろん共創応援基金に期待することとか、何点か

列記されておりますが、何からでも結構です。

今回企業という言葉がよく出ていたので、企業の委員の方々から、ＮＰＯとの活動が

見えているか、ＮＰＯと組むことがうまくできているかというあたりでご発言いただけれ

ばと思います。

それでは田島委員、まずＮＰＯと関わりを持たれたことはございますか。

田島委員 なぜ私がここにいるのかと思いながら聞いていたのですが、企業の中ではもっともＮ

ＰＯに近い形ではないかと私は思います。

私は中津江村で林業をやってます。したがいまして、林業のことを都市の人たちに

知らせたいということで、環境教育のプログラムとか、あるいは平成３年に台風が来て

からは、ワンペア造林なんかもしてます。

そうしているうちに、林業がどんどん悪くなりまして、ほとんど採算が合わなくなりまし

た。採算が合わないが、一生懸命やっていると自然を守ることにつながる。田島山業

はほとんどＮＰＯに近いですね。なので、私がここに呼ばれたのかと思いました。

中津江村は過疎化しています。過疎化というのは怖いです。ただ過疎化するのでは

なく、限界集落化しています。限界集落化というのは怖いです。例えば、救急車をどう

するか。救急車がなければ、住むことができませんね。

私は林業をやっていますけれども、林業の中で特に５０年先のために木を植えると

いうような作業は果たして企業として考えてどうなのかとか、あるいは、ぽつんぽつんと

残ってる家を見たら、老人が何人か残っていて、千人弱ぐらいの村を誰が守るのかと

いう課題があります。

そこを私はＮＰＯと地域を興すために、力を合わせて地域を守りたいです。

例えば、中津江村の人口がどんどんどんどん減っていって、日田市もだんだん減っ
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ているのですが、日本中、もうすぐそうなると思っています。中津江村は、明日の日田

市で、明日の日田市は明日の大分市である。本当にそうなんです。

私が一番お聞きしたいのはソーシャルサービスのどの部分を公的機関はＮＰＯに任

せようとしているのか。そこをお聞きしたいと思います。

岡田会長 ありがとうございます。今のご質問に関して、ご回答をお願いします。

塩田課長 いま人口減少化社会で、その打開策の一つが、女性の活躍ですが、様々な新しい

サービスの担い手として、ＮＰＯにお願いしたいという声は出ています。実際、今田島

委員がおっしゃったように、人口が少ないところで、それがビジネスとして成り立つの

かどうか、それを成り立たせるために金銭的な負担をどう調達していくのかは、明確に

はなっていないと思っています。

岡田会長 つまり、ビジネスモデルを今から構築しないといけないということですか。

山戸理事 いえ、あります。国東の山の中は、かなり高齢化していまして、店も国東の中心部は

ありますけれど、半島の中に行ったら小さな商店はなくなってくる。高齢化もしておりま

して、車を持っている方もあまりいない。そこで、国東のＮＰＯが生活協同組合と一緒

に組みまして、どこかまでは生協が持って来て、そこから先は、そこのＮＰＯが各家に

配達していく。では、生協が直接やればいいという人もいるとは思いますが、生協は

マークシートに記入をして注文します。牛肉１００グラムと言われてもピンとこないです

ね。だから、そのような家には伺って、「今度は何するかえ？肉じゃがじゃったら、あん

たたちやから、そうやなあ肉は１００グラムあればいいのぉ」とか言いながら聞き取っ

て、マークシートに記入して、生協に渡す。これは民間ではなかなかできないのでＮＰ

Ｏがやっている。「買い物難民」の問題が多くの場所であるので、その一つの解決策

と思います。

岡田会長 部分的に幾つか、いま挙がったようなモデルがある地域ではできてきていて、全面

的にカバーするような仕組みまでは当分はかかると思います。

ビジネスとして成立するかどうかというのが一つ。それから、行政の下請けになってし

まわないかというようなことも危惧されます。それから、ＮＰＯ本来の志とうまく重なるこ

とのかというあたりも課題と思います。

田島山業さんについては、企業活動の部分が、かなりＮＰＯと重なっているというお

話しでしたが、ＮＰＯの側から見れば、ＮＰＯ活動のある部分が、行政が従来からやっ

てきてたことであったり、企業がやってきてたところと重なり合う部分があるのかどうか

の探索をしていかないといけないと思います。

田島委員 例えば、おばあちゃんが倒れたら誰かが助けるだろうではなくて、誰かが、行かざる

を得ないです。したがって、今の話は面白いと思いますし、残念ながらうちの近くの郵

便局ももうなくなるといいますから、郵便局をどうやって運営していくかも課題です。お
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ばあちゃんが一人でぽつんと暮らしているところに、郵便局がよく配達に行くので、配

達員にどういうことをチェックしてもらうなどを一生懸命考えています。人口が１０００人

ぐらい減って、いわゆる限界集落化に向かうと身の危険を感じ始めるのです。おばあ

ちゃんたちの面倒をみてきた人達がいなくなった時に、おばあちゃんたちを誰が見る

のかというのを、これから考えなければいけません。そこを、うちが林業をやりながら、

うちの若い従業員たちがやる。それだけじゃ無理だと思うので、そうするとＮＰＯの人

たちと協働していく。そのような考えです。

岡田会長 ありがとうございました。

個別的な事例の中から、これは共通した仕組みとして他でも使えるなというようなの

を蓄積していく必要があるだろうと思います。そういう意味では、九州労金が助成事業

を通じて、優れた取組をたくさん応援されていますが、ご意見をお願いします。

田﨑委員 私ども九州労金は１１回目の助成金審査を終了しました。

現状と将来像ということで言わせていただきますと、現状、応募はＮＰＯさんだけでな

く、任意団体でも構いません。ハードルを下げています。そして、申込用紙などは本

当に簡素なものにしています。ただ、審査委員にはマスコミの方など、様々な方を入

れて、審査会の場の情報で審査するようにしています。もちろん、資料はあったにこし

たことはありません。しかし、プレゼンテーションを実施せず、書類審査のみです。書

類の内容を難しくしすぎると、申し込みがなくなってしまう恐れがあります。そのＮＰＯ

の資料を見て、このＮＰＯが、この地域の中にあるということがわかるだけでも全然違

います。今回も数多くのＮＰＯに応募していただきましたが、どうしても助成できる団体

は限られているのが現状です。

将来的には、ＮＰＯに自立していただきたいです。今は、資金をお渡しし、翌年度に

活動の報告を受ける形を取っておりますが、将来的には、自立していただいた時に、

私たちには融資もありますので、融資をご利用いただく、そこで初めて協働だと思っ

ています。だから、５年後１０年後には、融資を含めた仕組みを構築していきたいと考

えています。少し協働という意味では、一般の企業とは違うかもしれません。

岡田委員 はい、ありがとうございます。その辺を踏まえまして、全体的な視点で池邉委員お願

いします。

池邉委員 今の田島山業ですか、おっしゃるとおり社業そのものが地域を守るという公共性を持

つ。そういう協働は意味がある。この「長期総合計画安心・活力・発展プラン２００５」で

すが、ここで整理する必要があると思っています。「２００５」の中の「新しい形の公共を

担う多様な主体との協動の推進」は、ある意味では行政がいままで実践してきたこと

なのですが、多種多様な地域ニーズに、行政として対応しきれなくなってきたというの

が実態なんですね。ですから、そういう中で、本当に地域ニーズを担保するために、

ＮＰＯや企業に「新しい公共」としての担い手として活動していただこうと、そういう意

味で、行政とＮＰＯ、企業とＮＰＯというのが出発点であったと思います。
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行政とＮＰＯの協働ですが、それは当然あってしかるべきです。行政がやる部分を、

多くのＮＰＯの方に代行していただく。あるいは、ＮＰＯが主体でやっていただく。

ＮＰＯと企業の協働になったときに、これはいま田島山業の話が非常に参考になりま

したが、企業には、企業のニーズをＮＰＯに担ってもらおうという発想がもともと２００５

にはない。ですから企業がＮＰＯとどのように関わるか、そこの整理ができていないの

が今の現状だと思います。

ですから行政とＮＰＯの関わりあい方と、企業とＮＰＯの関わりあい方は、温度差があ

ります。

労金が助成金交付事業を行っている。これは、協働指針の中でいえばＣＳＲです。

このＣＳＲは非常にいい活動です。このような形から、企業とＮＰＯの支え合いが生ま

れてくる。

「めじろん共創応援基金」は、企業の社会的貢献を推進するために、基金に企業の

社会貢献の一つの形態として、ある程度ＮＰＯを応援しなさいということです。そして

その基金を作ることによって、助け合う社会を目指しましょうということで、企業側がそ

れに参画するのは社会貢献活動なんですね。ですから、もう一歩さらに踏み込んで、

新しい２０１５になるのかわかりませんが、田島山業の場合であれば、まさに地域を守

っているのですよね。いわゆるパブリックサービスというのは、やはり、その地域に根ざ

している企業が再興していくというのが、今後の大きな流れになってくると思います。

その辺は一般的な企業と、「新しい公共」の担い手としての地場の企業、そこのかさ上

げをどうするかをこの会議で詰めていく必要があると思っています。

我々は以上述べたようなことは、各全商連の会議の中で説明はしているつもりです

が、個別の企業にとって、では、どのように関わっていけばよいのか、では具体的にど

のようなＮＰＯがあって、どのような形が企業利益とマッチングをするのかというのをこ

の会議でいろんなモデルをお示ししていただくのも必要と思っているので、よろしくお

願いします。

岡田会長 ここは企業ができそう。ここはＮＰＯがうまく関われそうみたいなところの見極めをしな

がら、抽象的な部分でのあり方でもそうですし、もっと具体的なレベルでの事例を集

積していく必要もあるでしょう。この協動推進会議の場で知恵や情報として、共有して

いく、あるいは発信していくことができるように考えていきたいと思います。

すみません。また難しい質問をしますが、地域に向き合っている新聞社から見て、Ｎ

ＰＯと行政、企業の関わりの現状とか課題みたいなところをどのようにご覧になってい

ますか。

阿南委員 新聞社という立場で今回出席しております。私の担当は、営業含めてイベント全て

です。イベントは年間２００近い共催があります。文化やスポーツなど、全種類ありま

す。随分ＮＰＯの方と交わってまいりました。実際現場にもいってきました。現場では、

我々スタッフがいって行うことは不可能なんです。そういう時には、ＮＰＯ法人が担い

ます。

ＮＰＯやボランティア団体がどういう活動をしているのか、皆さんほとんど把握してい
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ません。ですから、お金の支援というよりは、我々は市民的な発想ができるので、まず

新聞社に情報発信の窓口としてこちらの部署に来て欲しいです。

岡田会長 はい、ありがとうございます。

心強い言葉ですが、今、企業側もお忙しいというのが伺えましたけれども、ＮＰＯも

忙しいので、普段やっていることに情報発信を主に付け加えてうまくできてるかという

課題もあると思います。その意味で、情報発信の支援をいただけるのはすごく心強い

と思います。

では、ＮＰＯの委員の皆さんから、協働・連携とか、今の活動の現状について、例え

ば行政との関係でもいいですし、企業との関係でもいいですし、ＮＰＯ間の関係でも

いいですし、今から協動を進めていくうえで、課題とか理想、夢でも結構ですので、ご

発言いただければと思います。

どなたからでも結構です。積極的にどうぞ。

井倉委員 日田子ども劇場は、今年で２８年、もうすぐ３０周年を迎えようとしています。いま田島

委員がお話しされましたが、日田市が予算を持っていた時は、小学校なんかでも出

前授業などもやらせていただいたこともあります。中津江や前津江からも会員さんが

参加していただいています。ＮＰＯ法人となって、今年で６年目ぐらいですが、２８年

前から、やってることはほとんど変わっていません。１人千円の会費をいただくのも大

変で、会員数も半分になっています。

立ち上げて何かやろうとか、地域で何かやろうという時に、立ち上げる方が育ってい

かないという現状がありました。私たちは子どもを中心に置いていますので、そこにつ

ながる人たちとの人間関係、何を目指しているかというのをはっきりして、子どもたち

の育ちを応援する形で、人間関係を大事にしながら、これから先、自分たちで動いて

いくという基礎を持つ人たちが、気持ちなり、つながりなり持ってやっていく、それが本

当の自立と思います。

ＮＰＯ法人になって特に変わったところはほとんどなく、いろいろイベントをするとき

に、ＮＰＯ法人と言ったら、儲けを目的でやっているのではないと市民の方が認知し

てくださることで助かっているという部分があります。また、大変な時期に、行政に助け

てくださったりとか、力をいただいています。

助成金については、敷居を低くしていただいても、お金を使ってしまえば、終わって

しまうという問題点もあります。

岡田会長 委託事業とか助成事業をいただくと、カンフル剤になるんだけど、それだけではない

続けていけるための基礎的な体力をきちんとつけていく、関係を作っていくというよう

なお話しだったと思います。

井倉委員 いろいろ苦労してお金を借りずに２８年間やっております。地域でもよろしくお願い

いたします。

岡田会長 それでは、次、吉岡委員お願いします。
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吉岡委員 企業は先を見る力が強いと思います。ＮＰＯは今を見る力が強いと思います。

今の問題をどう解決しようかというところで、日本の長い歴史から見ると、今が超高齢

少子化社会となっていて、企業が人材で困るかなということで、うちの団体は、働く人

たちを元気にすると会社が元気になる。会社が元気になれば、先ほどの田島山業の

ように、企業に地域に貢献してもらえる。地域が元気になることによって、社会が潤うと

いうことで、私たちは今、メンタルヘルス分野で活動をさせていただいています。

企業のいいところは、マネジメントする力だと思います。ＮＰＯは、そういうところはち

ょっと疎いのですが、解決しよう・お金がなくても続けようという心を持っています。双

方のそういう部分が協働することによって、地域が活性化していくのではないかと思い

ます。

必ず社会には問題があると思いますが、それを解決していかなければならない。し

たいことをするのではなくて、ニーズに応える。自分たちのしたいことで動くのではなく

て、大分県にある地域の課題を解決していくために、思いが強いＮＰＯが協働して活

動する機会が増えることを願います。

岡田会長 ありがとうございます。事例の積み重ねをしていって、ＮＰＯ的にはこういうような角度

の協働だとメリットがあるとか、自分たちの特性を生かせるとかいうところがはっきり固

まってくるといいですね。

では臼田委員さん。

臼田委員 私たちのグループは平均年齢が７０です。女性ばかりで、去年、労金から助成金を

いただきました。今まで助成金は労金に２回、それから文化庁から２回。合計４回いた

だいています。その時には文化会館をお借りして大きなイベントをやりました。

今年は黒田官兵衛効果ですごく賑わっておりまして、ビックリするほどの経済効果で

す。

今までは、そういうことは全くわからなくて、ただ踊って、町おこしをしよう、黒田節で

も踊ろうか、音頭だけでは物足りないからということで、毎年音頭大会をしてきました。

中津の黒田官兵衛の家臣の森田平がモデルだということで、黒田節はずっと踊って

教えてきました。私が振り付けて教えて、姫路、博多から最初から声がかかって、今年

９回目で行ってまいりました。ＮＨＫが影響の大きさにびっくりしています。それはなぜ

かというと、大分合同新聞さんが書いてくださったのです。合同には随分感謝をいた

しております。ありがとうございました。

今年も声が掛かりましたけれども、それは全部自費でしたので、おばあちゃんたちは

年金ですから、２年続けてはとてもじゃないけどできない。市の方にもお願いしたけれ

ど、お金は出せない。今年は市長さんがまいりたいということでしたが、私たちは行き

ませんとお断りしました。

新聞やテレビとかの力は大きいです。私たちはボランティアするというよりも、される

ような歳ですよね。それでも元気で皆さんを楽しませる。何かある時には、絶対私たち

のグループは出ていく。とにかく語り尽くせないほどの活躍をしています。皆さんおば
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あちゃんたちですが、全員元気です。それに孫たちがついて来たり、４０代の方が入

ってきてお芝居をしたりしています。

来年は福沢先生のオペラをやります。福沢先生はお札になって今年３０周年です。

福沢先生がお札から消えたらどうしましょう。消えないように頑張って、今から福沢先

生をおこしていこうと思います。それから、オペラでやりますので、また皆さん、ぜひご

協力ください。大分合同も書いてください。労金には、私また借金に行きましょうか。

お金がないんです。本当にお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。

岡田会長 ご自分が元気になりながら、周りを元気にする。情報発信が上手ですね。それは取

組を一生懸命すると、情報発信がうまくできるという意味で、ご提言いただこうと思いま

す。

臼田委員 皆さんから声がかかるんです。

宇野委員 平成１７年にＮＰＯ法人として活動を開始しました。児童館は平成２５年、だからまだ

１年半となかなか把握することはできてないのですけど、医療と介護施設をやってま

すので、お互い相乗効果があればいいと思ってさせていただいています。

豊後大野市がとても協力的で提案するとそれなりに解決してくださいました。

また、横のつながりでよいものにしていこうと、豊後大野市の連絡協議会を作ろうと

思い、７町村の法人団体が集まりました。そこで、質を向上させるには、さらにＮＰＯの

横の連携が必要だなと思いました。

共感できるもの、できないもの、お互いに感じ取る中で地域特有の新しいものを生

み出すことができると思います。問題はお互いが協働する中で認め合い、刺激をもら

って進めていくことの難しさをいま感じております。以上です。

岡田会長 ＮＰＯは、私のところがこれだけしたというのが宣伝になるだけに、共感したり、連携

しようというのが難しいということがあります。

それが中間支援が充実してきて徐々にできている感じがしますが、なかなか難しい

ですよね。

行政と一対一なら関係が作りやすいのですが、いろいろな人がいる複数の団体で

連携しようというのは、簡単にはいきませんね。

はい、池田委員さん。

池田委員 高齢化もすごく大事ですけど、少子化の現状ですが、佐伯市は合併で広くなりまし

たので、親子が集まって何かする時に、すごく少人数になってしまいました。佐伯文

化会館も取り壊して、新しい文化会館にしようという動きがありますが、どこにしようかと

いうという話と一緒に、建物も小さいものにしようとなっています。子どもを育てる場も、

だんだん少なくなって、企業は、子どもよりもお年寄りの方に目が向いているように感

じます。自分たちがする運動ができる施設を作ってくれとか、そんな劇場よりは食べる

物をどうにかしてくれとか、マーケットを作ってくれとか、まちづくりの話になったりして

います。
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文化を子どもたちに伝えていくことに関しては、なかなか広がりがないというのが、い

ま悩みです。お年寄りも非常に大事なのですが、そのお年寄りをこれから担ってくれ

る子どもたちを産んでもらう女性に対しての支援を考えて行く必要があると、劇場を４

２年やっていて思っているところです。

行政の力を借りて、子育て支援をしていますが、一人の子どもに、たくさんの大人が

関わってる状態です。子どもに対しての行事なのか、大人に対しての行事なのかが

わからなくなっていて、企業さんに関わりを持ってもらいたいなと思っても、どこを関わ

ってもらいたいのかが難しい問題です。

佐伯でミュージカルを企画しまして、それは大分合同新聞で取り上げていただきまし

たが、舞台や大道具、小道具など、非常にお金がかかります。このような時に、企業さ

んの応援があるといいなと思っています。

非常に人口が少なくなっていることに関しては、女性の環境を考えてもらわなけれ

ば、人口減少化社会の解消は難しいと思います。仕事場の環境うんぬんの前に、産

んでもらいたい時期に産んでもらうような社会にしなければと思います。高齢出産が

非常に問題になっていますし、この問題も考えていく必要があると思います。出産し

ても、本当に元気で私たちを支えてくれる子どもたちが育っているかどうかというのも

問題であると思います。

岡田会長 ありがとうございます。

時間が過ぎていますが、１０分ほど伸ばさせていただこうと思いますが、ご都合の悪

い方は抜けていただければと思います。今日は宿題も出す予定です。今日ここで話

し合うだけでは、ほとんど出し切れないと思いますので、こういう取組の現状とか課題

に関する思いつきを箇条書で書いていただく形でよろしくお願いします。

もう後、５分だけ委員の方からご意見をいただきたいと思いますので、矢野委員いか

がでしょう。

矢野委員 ＮＰＯの意義は、社会の問題があり、それを解決するミッションがある事だと思いま

す。その観点で考えると、大分県だけでなく、全国的にそうですけど、やっぱり人口減

少が社会の問題かなと。そこを具体的に、提案書にも書くのかなと思います。

もう１つ気になる点は、ＮＰＯ法人が大分市に集中していることです。

岡田会長 そうですよね。

矢野委員 このＮＰＯ法人を、県内に分散したらどうかと思っています。課題が地方に色々横た

わっているので、その課題を共有して、連携していくのが良いのではないかと思いま

す。それから助成金に関することですが、県の予算や市町村の予算配分が、声の大

きいグループに偏っている。こういうシステムがあるというのをほとんどの人は知らない

ですよね。だから、声の大きい人に助成金が集中しているような感じがするので、不

公平ではないかと思っています。

それとＮＰＯ・行政そして、企業もそうですけれども、アピールをする機会がほとんど
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ない。市役所の職員を集めてもらって、ＮＰＯがＰＲできる場を設けることができないか

と思っています。以上です。

岡田会長 ありがとうございました。別に声が大きいところが助成金を獲得しているとは思いませ

んが、審査するとどうしてもうまく書くところが、いつも助成金を獲得して、そこに集中

する気はしますね。

矢野委員 それと今後の話ですが、協働についてみんなが必要と考えているのですよね。そう

したらみんながそれなりに、納得いく仕組みを作って、成功事例をたくさん蓄積して、

そのような提案書ができればいいなと思います。

岡田会長 ありがとうございます。

行政側からこられている委員の方々一言伺おうと思うのですが、姫野委員からいい

ですか。

姫野委員 別府市はＮＰＯの方が進んでいると思います。昨年やっと市役所内に協動推進室が

できたばかりです。協働は市役所の中で浸透しておらず、進んでいない状態だと思っ

ています。今年幹部を対象に研修をしていますが、それでやっと協動に取組んでい

ける状態になったなというところです。今後、一般職員に向けて研修をしていきます

が、協働が何なのかが分かっていないので、そこの部分から改善していく必要がある

と思っています。

先ほど矢野委員が言われていましたような事例集を別府市も作っていきたいと思っ

ています。

岡田会長 行政の方は、事例が目の前に資料としてあると割と聞いてくれやすいという感じがし

ます。

衛藤委員、福祉の関係からお願いいたします。

衛藤委員 社会福祉法人大分県社会福祉協議会からまいりました。

今年４月から地域福祉課に配属になり、この場で勉強したいなと思って参加をして

います。企業とＮＰＯと行政の協働をどうするのかを、県社協の立場で何ができるかな

というのを少し考えてみましたが、県社協の一番強いところは、「つないでいく」という

ことかなと。先ほど理事の方から話がありましたが、国東のＮＰＯとコープの協働の事

業には社協で対応させていただいて、買い物弱者支援につなげたという事例もありま

すので、そのような形で何かお手伝いが今後も皆さんの意見を聞きながらできればな

と思っていますので、よろしくお願いします。

岡田会長 ありがとうございます。県社協は多くの繋がりをもっているので、今後もつなぎ役をど

うぞよろしくお願いします。

次は甲斐委員お願いします。
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甲斐委員 先ほど吉岡さんが企業は先を見て、ＮＰＯは今を見ると、では行政は何かと思った

ら、たぶん後ろを見ていると。行政は経験や実績に裏づけされてないといけない。そ

れは仕方ないと思いますが、矢野委員が言ったように、もう少し皆さん譲りあったら良

いのではないかと思います。

企業は、これからは社会責任を率先して果たすべきだと思います。先を行っている

企業がそれをする必要がある。ＮＰＯは実績を確実に作り、それを積極的にＰＲする。

行政は実績だけではなく、思いをしっかり受け止めて、後はサポートするよという形

で、協働に対して積極的に取り組んでいただきたいと思います。

具体的に申しますと、県の場合は、事業の見直しをしますが、見直しでやっているの

は、事業を継続するか廃止するか、この二つなんです。ＮＰＯに委託するかどうかは

あまり重要視していないので、そこを改めていただけると、協働の事例も増えてくると

思います。

できれば見直すときに、自分たちだけで見直すのではなく、このような推進会議のよ

うに、外部の有識者の意見を聞きながらする。事業を継続するか、廃止するか、では

なく、ＮＰＯに委託するか、民間企業に委託するかをみんなの意見を聞きながら判断

していただくと、３者が共に支えあう社会を作っていけると思います。自分のやりたい

ことは３者それぞれあると思いますが、もうちょっとお互い手をつないで自分のメリット

を生かす。相手の弱みを、フォローする。そういうことを積極的にやっていただけたら

さらにいい社会になると思います。

岡田会長 ありがとうございます。

そのとおりだと思いますが、要するに，ここはもう委託するのが決まったからで出すの

ではなくて、ここはこういうＮＰＯに頼むといいなという出し方をするということですね。

組み方をうまく作りながら、関係作りができていけたらと思います。

皆さん大変貴重な意見ありがとうございました。

最後に今後のスケジュールです。

今年度は、次期長期総合計画に反映できるものを探索しながら、ＮＰＯ・行政・企業

が協働していく上での様々な気付きをまず集約したいと思います。いきなり気付きを

書くのは難しいと思いますので、まずは具体的な気付きに対して、この辺りが課題で

あるとか、これはうまくいってるとかいうものを出していただいて、それを集約して、分

類した上で、第２回の会議で、提言に向けて、このあたりに書いてある情報は、このよ

うな方向に伝えていけないだろうかというようなことを、またこの会議の席上で提案して

いただいて、皆さんからご意見いただいて、ご提案できるものがあるかどうかの検討を

していきたいと思います。

まずは、皆さんが、それぞれの現場で感じている課題や、こうしたらどうかという提案

などをお寄せいただきたいと思います。それを１０月中旬を目処に、一度意見集約を

して、必要があれば２回目を実施したいと思います。

何でも思ったことを書いてください、というのも厳しいと思いますので、今日の論点を

使いながら、質問項目を私と事務局で考えて、お送りしますので、ご協力いただけま
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すでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

第２回の協働推進会議は、今のところ、来年の１月頃開催をして、今回出していただ

いた意見の集約などを協議したいと思います。

事務局から何かありますか。

山戸理事 例えば、こういう視点があります。

行政との協働では、この会議の最初の方でありましたように、日田市役所の津江の

振興局には、もう職員がいないわけです。では、振興局の運営を、行政職員以外に

任せるという観点。

あるいは、県庁職員の健康管理を県庁職員である保健師にさせることを思い切って

やめて、例えば吉岡委員のＮＰＯ法人に任せる。そのようなやり方もあります。これは

アウトソーシングですね。

それから、いままでやっているのは、例えばあそこに花を植えてもらいたいなあと、別

にいますぐしなければならないということではないが、花を植えるともうちょっといいん

じゃないかと、では、それを公募して、今していることのプラスアルファーを作るというこ

とです。

今実施している行政との協働は、この２種類のうちの圧倒的にこちら側が多いです。

今まで取り組みが遅れているのは、○○振興局は職員が少ない、では、そこのとこ

ろは外に任せたらどうかと。これは確かに思い切った話ですが、佐賀県はそれを目指

してやっている。

我々も、いろいろ考えてきましたが、皆様のお知恵もいただきたい。ここではこのよう

な事例があるよ、このようにやったらどうだろうかなどを、遠慮なく出していただくとあり

がたいです。

岡田会長 事務局から、今の理事の発言を含め、様々な観点を今後あげていただき、私の方で

も提案をして、たくさんの項目を作って送ろうと思いますので、全部書かなくてもよい

です。お気づきのところだけ書いていただければ結構です。

それでは事務局から連絡がありますか。

事務局 １０月中旬を目処に意見集約をしていきますので、ＦＡＸもしくはメールで項目等を

お送りして、ご意見を聞かせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思

います。

岡田会長 最後の説明も含めて委員の皆様から何かございませんでしょうか。

では議事の方はこれで終了いたします。事務局にお返しいたします。

事務局 本日は長時間にわたり貴重なご意見をいただいてありがとうございました。

次回の開催は来年１月を予定しております。日程が決まりましたらまたご案内いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

これをもちまして本日の会議を閉会いたします。
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平成２６年９月３日

議事録署名委員 田﨑 辰夫

議事録署名委員 吉岡 尚美


